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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
脂肪族ポリエステルから構成される生分解性のフィルムを基材とし、上記基材の一方の面
に生分解性の粘着性樹脂を積層して形成される粘着層を備える、生分解性農業用マルチフ
ィルム補修テープであって、
上記基材の厚みは１０μｍ以上７０μｍ以下であり、
上記基材を構成する脂肪族ポリエステルとして、少なくとも芳香族脂肪族ポリエステルが
含有されており、且つ、該芳香族脂肪族ポリエステルと芳香族脂肪族ポリエステル以外の
脂肪族ポリエステルとの配合比が、質量比で１００：０～２０：８０であり、
上記粘着層は、生分解性農業用マルチフィルムに対し直接に貼り付けられる面であり、
生分解性農業用マルチフィルムに対する粘着強度が１Ｎ／ｃｍ以上２．５Ｎ／ｃｍ以下で
あり、
引張破断強度が４Ｎ／ｃｍ以上であり、
エレメンドルフ引裂強度が０．２Ｎ／ｃｍ以上であり、且つ、
長手方向引張伸び率が１００％以上３００％以下であること、
を特徴とする生分解性農業用マルチフィルム補修テープ。
【請求項２】
上記芳香族脂肪族ポリエステルとしてポリブチレンアジペートテレフタレートを用い、且
つ、上記芳香族脂肪族ポリエステル以外の脂肪族ポリエステルとしてポリブチレンサクシ
ネート（ＰＢＳ）、ポリブチレンサクシネートアジペート（ＰＢＳＡ）、ポリカプロラク
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トン（ＰＣＬ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）またはポリヒドロキシ酪酸のいずれか１つあるいは
２つ以上を用いることを特徴とする請求項１に記載の生分解性農業用マルチフィルム補修
テープ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生分解性農業用マルチフィルムを補修するための補修テープに関し、より詳
細には、生分解性である脂肪族ポリエステルから構成される生分解性の基材と生分解性の
粘着層とを備える、生分解性農業用マルチフィルム補修テープに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、土壌の温度を一定に保持して野菜等の植物の生育を促し、また日光を遮断するこ
とによって雑草の生育の防除を行うために、畑などの土壌表面の一部を合成樹脂製の農業
用マルチフィルムで覆う手法が採用されている。該農業用マルチフィルムは、植物が成育
し、または作物の収穫された後は除去されて破棄されるものである。近年は、この農業用
マルチフィルムの除去及び廃棄の労力を削減するために、作物の収穫後、畑を耕す際に、
土壌と一緒に該農業用マルチフィルムを鋤き込んで土壌中で生分解させることが可能な生
分解性の農業用マルチフィルム（以下、「生分解性農業用マルチフィルム」という）が開
発されている（例えば特許文献１）。
【０００３】
　上述する生分解性農業用マルチフィルムは、使用後に土壌に鋤き込まれて生分解される
という長所を有しているが、この生分解性の特質のため、畑などで使用されている最中に
も生分解が進行し、使用期間中、特に後半において、ちょっとした衝撃や強風などの影響
によって部分的に破断してしまう場合がある。破断した箇所をそのままにしておくと、地
温が維持されず、またフィルムの隙間から雑草が生育し、あるいはまた風雨などを受けて
上記破断した箇所を起点として破断部分が拡大してしまうことがある。したがって、破断
箇所は早期に補修することが望まれる。
【０００４】
　上記生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所の補修を行う手段として、従来公知の一
般的な非生分解性の粘着テープを用いることが可能である。
【０００５】
　また別の手段として、従来公知の農業用生分解性のテープを、上記生分解性農業用マル
チフィルムの補修用テープとして用いることも可能である。従来公知の農業用生分解性の
テープとしては、生分解性結束テープ（下記特許文献２）が知られている。該生分解性結
束テープは、植物の茎や枝を支持具に結びつけるテープ状の結束具であって、主成分が生
分解性脂肪族ポリエステルからなる原料を用い、これをシート状に形成した後、その長手
方向に延伸倍率１．５～６．０の範囲で延伸して得たフィルムを基材フィルムとして、そ
の片面に粘着層を設けたものである。特許文献２では、上記生分解性結束テープは、上記
好ましい延伸倍率の範囲において、所望の耐候性劣化を延伸倍率の高低で調節する可能で
あることが開示されている。
【０００６】
あるいはまた、従来公知の農業用生分解性のテープの別の例として、植物の茎を支柱へ固
定することなどを目的とした生分解性自着テープ（下記特許文献３）が知られている。該
生分解性自着テープは、基材片面に粘着剤層を有する自着テープにおいて、自己の糊面同
士を貼り合せた時の粘着力である自着力が２．０Ｎ／１０ｍｍ以上であり、ＳＵＳ板に対
する粘着力が０．２Ｎ／１０ｍｍ以下であることを特徴としている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１９２４６５号公報
【特許文献２】特開平９－２６６７２９号公報
【特許文献３】特開２００６－２９９１０１号公報



(3) JP 4913697 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所を補修するために、従来
公知の一般的な非生分解性の合成樹脂製テープを用いた場合、該生分解性農業用マルチフ
ィルム使用後において該フィルムを土壌中に鋤き込んだ際に、非生分解性の合成樹脂製の
補修テープが土壌中に残留してしまい問題であった。
【０００９】
　一方、特許文献２または３に例示される生分解性のテープを生分解性農業用マルチフィ
ルムの補修用テープとして代用した場合には、生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所
に貼り付けられたこれらテープを、該生分解性農業用マルチフィルムと共に土壌に鋤き込
むことにより、土壌中で生分解することが可能である。ただし生分解性農業用マルチフィ
ルムを補修するためのテープとして、上述する従来の生分解性テープを代用すると、使用
感が不良と感じられる問題点が散見された。これら問題点は、主として、上述する従来の
生分解性テープが、植物の茎や枝を支持具に固定するためのものであって、生分解性農業
用マルチフィルムのように風雨に晒された際に多方向に動きをみせる動的な被着面への使
用が予定されているものではないということに寄与すると考えられた。
【００１０】
　上記問題点についてより具体的に述べると、第一には、上述する従来の農業用生分解性
テープは、合成樹脂製の生分解性農業用マルチフィルムに対する粘着性が補償されておら
ず、風雨に晒されて埃や土が表面に付着した生分解性農業用マルチフィルム面に貼り付け
ようとすると、望ましい粘着性が発揮されない場合があるということが挙げられる。
【００１１】
　第二の問題点としては、テープ強度が弱く、生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所
に貼り付けられたテープが、該生分解性農業用マルチフィルム使用期間中に破断してしま
い、繰り返しの補修が必要となる場合があることが挙げられる。本発明者は、良好なテー
プ強度を得るために、好適な引張破断強度を示すテープを選択することを検討したが、引
張破断強度が好適な数値範囲内にあると思われるテープであっても、生分解性農業用マル
チフィルムの破断箇所に貼り付けた後、該生分解性農業用マルチフィルムが使用されてい
る期間中に、容易に切れてしまうものがあることがわかった。
【００１２】
　またさらに、被着面が動的であるか静的であるかにかかわらず、畑などにおいてテープ
を使用する際には、はさみなどの切断用具を用いずに手で容易に幅方向に切断可能である
ことが望ましいが、上述に例示する従来の農業用生分解性テープには、手切れ性を良好に
するという観点での改良が示されておらず、手切れ性の改善が求められた。
【００１３】
　本発明は上記問題点に鑑みなされたものであり、土壌中において生分解が可能であり、
且つ動的な被着面である生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所に貼り付けられること
が予定されたテープであって、生分解性農業用マルチフィルムに対するテープの粘着性が
良好であり、また望ましいテープ強度が示され、且つ手切れ性が良く、畑などの現場にお
いて使用感の良好な、生分解性農業用マルチフィルム補修テープを提供することを目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、
（１）脂肪族ポリエステルから構成される生分解性のフィルムを基材とし、上記基材の一
方の面に生分解性の粘着性樹脂を積層して形成される粘着層を備える、生分解性農業用マ
ルチフィルム補修テープであって、上記基材の厚みは１０μｍ以上７０μｍ以下であり、
上記基材を構成する脂肪族ポリエステルとして、少なくとも芳香族脂肪族ポリエステルが
含有されており、且つ、該芳香族脂肪族ポリエステルと芳香族脂肪族ポリエステル以外の
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脂肪族ポリエステルとの配合比が、質量比で１００：０～２０：８０であり、上記粘着層
は、生分解性農業用マルチフィルムに対し直接に貼り付けられる面であり、生分解性農業
用マルチフィルムに対する粘着強度が１Ｎ／ｃｍ以上２．５Ｎ／ｃｍ以下であり、引張破
断強度が４Ｎ／ｃｍ以上であり、エレメンドルフ引裂強度が０．２Ｎ／ｃｍ以上であり、
且つ、長手方向引張伸び率が１００％以上３００％以下であること、を特徴とする生分解
性農業用マルチフィルム補修テープ、
（２）上記芳香族脂肪族ポリエステルとしてポリブチレンアジペートテレフタレートを用
い、且つ、上記芳香族脂肪族ポリエステル以外の脂肪族ポリエステルとしてポリブチレン
サクシネート（ＰＢＳ）、ポリブチレンサクシネートアジペート（ＰＢＳＡ）、ポリカプ
ロラクトン（ＰＣＬ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）またはポリヒドロキシ酪酸のいずれか１つあ
るいは２つ以上を用いることを特徴とする上記（１）に記載の生分解性農業用マルチフィ
ルム補修テープ、
を要旨とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の生分解性農業用マルチフィルム補修テープは、生分解性農業用マルチフィルム
の破断箇所を補修するために該破断箇所に貼られた場合に、該生分解性農業用マルチフィ
ルムの使用期間中はテープ自身が破断することのない優れたテープ強度を示す。即ち、畑
などで用いられる生分解性農業用マルチフィルムは、風雨などの影響によりその表面が不
規則的に動くが、本発明の生分解性農業用マルチフィルム補修テープであれば、その不規
則的な動きに影響されることなく、該生分解性農業用マルチフィルムの使用期間中、その
補修箇所をしっかりと補償した状態で維持することができる。
【００１６】
　そして、上記生分解性農業用マルチフィルムの使用が終了し、田畑などの土壌に鋤き込
まれる際には、本発明の補修テープも同時に土壌中に鋤き込み、土壌中で生分解させるこ
とができる。
【００１７】
　しかも、本発明の補修テープは、長手方向引張伸び率が１００％以上３００％以下であ
って手切れ性が良く、使用時にはさみなどを用いずとも、容易に手で幅方向に切ることが
できるので、非常に作業性が良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の生分解性農業用マルチフィルム補修テープ（以下、単に「補修テープ」ともい
う）は、脂肪族ポリエステルから構成される生分解性フィルムを基材とし、上記基材の一
方の面に生分解性の粘着性樹脂を積層してなる粘着層を備える、生分解性農業用マルチフ
ィルム補修テープであり、上記基材を構成する脂肪族ポリエステルとして、少なくとも芳
香族脂肪族ポリエステルが含有されている。
上記基材には、上記芳香族脂肪族ポリエステル以外の脂肪族ポリエステルが配合されても
よく、この場合、芳香族脂肪族ポリエステルと、該芳香族脂肪族以外の脂肪族ポリエステ
ルとの配合比は、質量比で１００：０～２０：８０である。
また本発明の補修テープは、生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所を補修するという
目的のため、生分解性農業用マルチフィルムに対する粘着強度、引張破断強度、エレメン
ドルフ引裂強度及び、長手方向引張伸び率がそれぞれ特定の範囲に限定されるものである
。以下に、本発明の最良な形態についてより詳細に説明する。
【００１９】
（基材について）
本発明の補修テープにおける基材は、脂肪族ポリエステルから構成される。そして上記脂
肪族ポリエステルとして、特に芳香族脂肪族ポリエステルが含有されていることが重要で
ある。芳香族脂肪族ポリエステルが含有されることにより、補修テープに良好な柔軟性が
付与され、その結果、後述する所望の長手方向引張伸び率やエレメンドルフ引裂強度が得
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られやすくなる。即ち、基材に芳香族脂肪族ポリエステルが含有されることにより、強度
に優れ、使用感の良い補修テープを得ることが可能となる。
【００２０】
　上記基材の厚みは、特に限定されるものではなく、用いられる基材材料などを勘案して
適宜決定してよいが、一般的には、１０μｍ以上７０μｍ以下であることが望ましく、１
０μｍ以上５０μｍ以下であることがより望ましい。基材の厚みが１０μｍ未満であると
、補修テープの強度が充分に得られない虞がある。特に基材が薄すぎる場合には、本発明
において所望の引張破断強度が得られない虞、あるいは使用期間中からテープの形状が維
持できない程度に生分解性がすすみ、テープの一部に裂け目や孔が生じる虞がある。一方
、基材の厚みが７０μｍを超えると、使用後、生分解性農業用マルチフィルムと共に土壌
中に鋤き込まれた際に、生分解される速度が遅くなる傾向にある。
【００２１】
脂肪族ポリエステルの配合比率：
　本発明の基材を構成する脂肪族ポリエステルは、芳香族脂肪族ポリエステルのみから成
形してもよいし、あるいは芳香族脂肪族ポリエステルと、芳香族脂肪族ポリエステル以外
の脂肪族ポリエステルとを混合して用いることもできる。芳香族脂肪族ポリエステルと、
芳香族脂肪族ポリエステル以外の脂肪族ポリエステルとの配合比率は、質量比において、
１００：０～２０：８０である。
【００２２】
芳香族脂肪族ポリエステル：
上記芳香族脂肪族ポリエステル系樹脂としては、アジピン酸およびテレフタル酸からなる
ジカルボン酸成分と、１，４－ブタンジオールからなるジオール成分との重縮合物を、多
官能イソシアネート化合物で高分子化した芳香族脂肪族ポリエステル系樹脂が好ましい。
その他のジオール成分としては、２，３－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、１
，４－ペンタンジオール、２，４－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、ネオ
ペンチルグリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール等をあげることができ
る。より具体的に言えば、ポリブチレンアジペートテレフタレート（ＰＢＡＴ）などを挙
げることができる。
【００２３】
芳香族脂肪族ポリエステル以外の脂肪族ポリエステル：
上記芳香族脂肪族ポリエステル以外の脂肪族ポリエステル系樹脂としては、コハク酸から
なるジカルボン酸成分と、１，４－ブタンジオールからなるジオール成分との重縮合物を
、多官能性イソシアネート化合物で高分子化した脂肪族ポリエステル系樹脂が好ましい。
その他のジカルボン酸成分としては、アジピン酸、セバシン酸、イタコン酸等の脂肪族ジ
カルボン酸が挙げられる。また、その他のジオール成分としては、２，３－ブタンジオー
ル、１，３－ブタンジオール、１，４－ペンタンジオール、２，４－ペンタンジオール、
１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、エチレングリコール、ジエチレン
グリコール等をあげることができる。より具体的には、例えば、ポリブチレンサクシネー
ト（ＰＢＳ）、ポリブチレンサクシネートアジペート（ＰＢＳＡ）、ポリカプロラクトン
（ＰＣＬ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）またはポリヒドロキシ酪酸などを挙げることができる。
【００２４】
その他の添加剤：
　また基材を構成する材料としては、上述する脂肪族ポリエステル以外にも、必要に応じ
て適宜、他の添加剤を用い、これを基材に含有させることができる。添加剤の例としては
、例えば、着色剤、無機充填剤、有機充填剤、紫外線吸収剤、光安定剤、酸化防止剤、滑
剤、加水分解防止剤、帯電防止剤、可塑剤などを加えることができる。これらの添加剤の
添加量は特に限定されるものではなく、本発明の所望とする物性を阻害することのない範
囲において適宜決定することができる。
【００２５】
（粘着層について）
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本発明の補修テープは、上述する基材の一方の面に、粘着層を備える。本発明の補修テー
プは、該粘着層を介して生分解性農業用マルチフィルムに貼られるため、該粘着層は、生
分解性農業用マルチフィルムに対して良好な粘着力が発揮されることが必要である。また
その用途から、使用後は、生分解性農業用マルチフィルムと一緒に土壌中に鋤き込まれる
ため、生分解性農業用マルチフィルム、あるいは補修テープ基材と同様に、粘着層を構成
する粘着剤についても生分解性を示すものであることが望まれる。より具体的には、粘着
層構成する粘着剤として、ロジン系、テルペン系、天然ゴム系などの生分解性の粘着性樹
脂を用いることができる。粘着剤は、基材面に対し、乾燥重量において１０ｇ／ｍ２以上
２００ｇ／ｍ２以下で塗布されることが一般的である。
【００２６】
（製造方法について）
　本発明の補修テープの製造方法は特に限定されるものではないが、例えば、上述する基
材を構成する材料を用いて、インフレーション法、Ｔ－ダイ押出法、カレンダー法、キャ
スティング法などの従来公知の方法により基材を成形し、次いで、基材の一方の面側に粘
着剤をロールコーター法などにより塗布して粘着層を形成して製造することができる。
また補修テープの形態についても特に限定されるものではないが、例えば、基材と粘着層
とからなる補修テープをロール状に巻き取ったロールテープ状とすることができる。ロー
ルに巻き取った際に、粘着層と重なる基材表面とが接着してしまい、使用時に剥離性が悪
くなる虞がある場合には、粘着層と基材表面との間にセパレータを設けることが望ましい
。
【００２７】
（テープの特性について）
次に、本発明の補修テープが備える特性について説明する。本発明の補修テープは、生分
解性農業用マルチフィルムの破断箇所を補修することを目的とするテープであって、使用
後には該生分解性農業用マルチフィルムとともに土壌に鋤き込まれて生分解されるもので
ある。したがって、上記用途を勘案していくつかの備えるべき特性が存在する。
【００２８】
生分解性農業用マルチフィルムに対する粘着強度：
本発明の補修テープは、上述のとおり生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所に貼り付
けられることを目的とするため、特に生分解性農業用マルチフィルムに対する粘着性が充
分であること必要がある。そこで本発明の補修テープでは、生分解性農業用マルチフィル
ムに対する粘着強度が１Ｎ／ｃｍ以上であることを特定するものである。上記粘着強度が
１Ｎ／ｃｍ未満であると、表面に泥や埃などが付着した生分解性農業用マルチフィルムの
表面に貼り付けられた際に、簡単に剥離してしまい、生分解性農業用マルチフィルム使用
期間中、補修した状態を維持することができない虞がある。
一方、上記粘着強度の上限は特に制限されるものではない。ただし、あまり粘着強度が高
すぎると、たとえば生分解性農業用マルチフィルムの破断箇所から少しずれた場所に補修
テープを貼り付けてしまい、すぐに剥がして正しい場所に貼りなおしたい場合などにおい
て、補修テープを該フィルムから剥がした際に、該フィルムが伸びて破れるなどしてフィ
ルムを痛めてしまう虞がある。かかる観点からは、補修テープの上記粘着強度の上限は、
２．５Ｎ／ｃｍ以下が好ましく、２．０Ｎ／ｃｍ以下であることがより好ましい。尚、上
記生分解性農業用マルチフィルムに対する粘着強度は、以下のとおり測定される。
【００２９】
まず生分解性農業用マルチフィルム（ビオフレックスマルチ　アキレス（株）社製）１０
ｃｍ×３０ｃｍを準備し、水平面に固定する。一方、幅寸法１ｃｍの補修テープを長さ１
０ｃｍにカットしたものを試験片として作成する。次に、該試験片の一端を把持部分とし
て１ｃｍ残し、上記マルチフィルム略中央に貼り付ける。そして上記把持部分を剥離試験
器の把持具で挟み、剥離速度２００ｍｍ／分、剥離角度１８０度で１ｃｍ剥離させた際に
要した力（Ｎ）を測定することによって、マルチフィルムに対する粘着強度が測定される
。尚、同一の補修テープより作成した試験片３ヶについてそれぞれ上述の方法で粘着強度
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を測定し、それらの平均値をもって、該補修テープの生分解性農業用マルチフィルムに対
する粘着強度とする。
【００３０】
引張破断強度：
　次に、本発明の特性の１つである引張破断強度について説明する。本発明の補修テープ
は少なくとも長さ方向において４Ｎ／ｃｍ以上であることが必要である。本発明において
引張破断強度を規定するのは、動的な被着面に対して貼られた補修テープにおいて良好な
強度を実現することを趣旨とする。
上記引張破断強度が４Ｎ／ｃｍ未満であると、使用時（即ちフィルムに貼る際）、あるい
は生分解性農業用マルチフィルムに貼り付けた後、破断し易く、補修テープとして充分な
テープ強度が得られない虞がある。
【００３１】
　本発明において述べる引張破断強度は、ＪＩＳ Ｋ ６７８１（農業用ポリエチレンフィ
ルム）に準じて測定される。より詳しく述べると、幅１ｃｍの補修テープを試験片として
用い、試験環境温度２３℃の温度条件下において、補修テープの長さ方向の両端を間隔４
ｃｍとなるようにつかみ具で保持し、引張速度５００ｍｍ／分で長さ方向に引張り、試験
片の破断時の強度を測定することにより補修テープの引張破断強度を得ることができる。
尚、引張破断強度を測定する際には、同一の補修テープより作成した試験片３ヶについて
それぞれ上述の方法で破断強度を測定し、それらの平均値をもって、該補修テープの引張
破断強度とする。
【００３２】
エレメンドルフ引裂強度：
　また本発明の補修テープは、エレメンドルフ引裂強度が０．２Ｎ／ｃｍ以上であること
が重要である。本発明においてエレメンドルフ引裂強度を規定するのは、引張破断強度を
特定するのと同様に、動的な被着面に対して貼られた補修テープにおいて良好な強度を実
現することを趣旨とする。即ち、テープの一般的な強度として望ましい引張破断強度を示
すことだけでは補修テープの良好な強度を保証することは困難であり、使用期間中に生分
解性である補修テープ自体の生分解が進行し、その一部において裂け目や孔が生じた場合
であっても、それら裂け目や孔を起点として容易にテープが裂けることなく、所定期間、
補修テープとしての役割を果たすことができることを保証することを趣旨とするものであ
る。補修テープにおいてエレメンドルフ引裂強度が０．２Ｎ／ｃｍを下回ると、小さな裂
け目や孔の存在によっても、補修テープが引裂かれる虞がある。
【００３３】
上記エレメンドルフ引裂強度は、ＪＩＳ Ｋ ７１２８－２（プラスチック―フィルム及び
シートの引裂強さ試験方法―第２部：エレメンドルフ引裂法）に準じて測定することがで
きる。より詳細には、補修テープを作成するために成形された基材層と粘着層の2層から
なるフィルムを、該フィルムの成形方向に垂直な方向に短片をとり、一方、フィルムの成
形方向に平行な向きに長辺をとり、短辺６３ｍｍ×長辺７５ｍｍの長方形にカットして試
験片を作成する。そして試験環境温度２３℃の温度条件下において、上記試験片３ヶにつ
いて、フィルム長手方向(成形方向)の引裂強度を測定し、それらの平均値をもって、該補
修テープのエレメンドルフ引裂強度とする。
【００３４】
長手方向伸び率：
また本発明の補修テープではその手切れ性を良好なものとするために、長手方向引張伸び
率が１００％以上３００％以下であることが重要である。上記長手方向伸び率は、上述す
る引張破断強度と同様に、ＪＩＳ Ｋ ６７８１に準じて測定される。より詳しく述べると
、幅１ｃｍの補修テープを試験片として用い、試験環境温度２３℃下において、補修テー
プ長さ方向の両端を間隔Ｌ０４ｃｍとなるようつかみ具で保持し、引張速度５００ｍｍ／
分で長さ方向に引張破断したときのつかみ具間の距離Ｌを測定し、
長手方向伸び率（％）＝（Ｌ－Ｌ0 ）／Ｌ0 ×１００
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として長手方向伸び率（％）を算出することができる。尚、長手方向伸び率（％）は、同
一の補修テープから作成した試験体３ヶについて同条件にて測定した数値の平均を算出し
、これを本発明の長手方向伸び率（％）とする。上記長手方向伸び率に関する記載におけ
る「テープの長さ方向」とは、ロール状に巻き取られたテープの巻取り方向を意味する。
　なお、長手方向伸び率は例えば無機系の充填剤の配合量によって適宜調整することが可
能である。
【００３５】
生分解性：
本発明の補修テープは、生分解性フィルムを基材とし、上記基材の一方の面に生分解性の
粘着性樹脂を積層してなる粘着層を備えるものである。「生分解される」というときには
、厳密には土壌中の微生物により、一定の時間で生分解され、炭酸ガスと水に加水分解さ
れることをいう。この加水分解されるまでの時間は、基材を構成する樹脂の分子構造など
により異なり、一般的には、直鎖状の構造を有する樹脂の方が短時間で分解されることが
知られるため、目的に応じて構成材料を選択する必要がある。ただし、本発明においては
、生分解性の目安として、生分解性農業用マルチフィルムに貼り付けて、屋外で２ヶ月間
放置し、その後、該フィルムとともに土壌中に埋設し、１ヶ月後に観察した際に、補修テ
ープの初期の形状が維持されておらず、引っ張ったときに、ほとんど伸びがない状態であ
れば、良好な生分解性を有すると評価することができる。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例及び比較例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。
【００３７】
（実施例１）
　ポリブチレンアジペートテレフタレート（エコフレックス：ＢＡＳＦ社製）（以下、単
に「ＰＢＡＴ」ともいう）１００質量部に対してタルク１５質量部を混合し、インフレー
ション成形機で、厚み２０μｍ、幅４０ｃｍの基材を作成した。次いで、天然ゴム１００
重量部をトルエン溶剤中で溶解し粘着剤を調製し、ロールコーター法により上記基材の一
方の面側に該粘着剤を、乾燥重量で３０ｇ／ｍ２となるよう塗布して補修テープを作成し
、実施例１とした。
【００３８】
（実施例２）
　基材の構成材料として、ＰＢＡＴ１００質量部を用いるかわりに、ＰＢＡＴ７０質量部
とポリブチレンサクシネート（ビオノーレ＃１００１：昭和高分子社製）（以下、単に「
ＰＢＳ」ともいう）３０質量部を用いたこと以外は実施例１と同様に補修テープを作成し
、実施例２とした。
【００３９】
（実施例３）
　ＰＢＡＴ３０質量部、およびＰＢＳ７０質量部を用いたこと以外は、実施例２と同様に
補修テープを作成し、実施例３とした。
【００４０】
（実施例４）
　基材の厚みを１０μｍにしたこと以外は実施例１と同様に補修テープを作成し、実施例
４とした。
【００４１】
(実施例５)
　基材の厚みを５０μｍにしたこと以外は実施例１と同様に補修テープを作成し、実施例
５とした。
【００４２】
（実施例６）
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　天然ゴム１００質量部に粘着付与剤としてスーパーエステルＡ－１００（荒川化学社製
）を３０質量部加えて、トルエン溶剤中で溶解したこと以外は実施例１と同様に補修テー
プを作成し、実施例６とした。
【００４３】
（実施例７）
天然ゴム１００質量部に粘着付与剤としてスーパーエステルＡ－１００（荒川化学社製）
を１０質量部加えて、トルエン溶剤中で溶解したこと以外は実施例１と同様に補修テープ
を作成し、実施例７とした。
【００４４】
（比較例１及び２）
　基材の厚みを５μｍまたは８０μｍにしたこと以外は実施例１と同様に補修テープを作
成し、それぞれ比較例１、比較例２とした。
【００４５】
（比較例３）
　ＰＢＡＴ１００質量部のかわりに、ＰＢＳ１００質量部を用いたこと以外は実施例１と
同様に補修テープを作成し、比較例３とした。
【００４６】
（比較例４）
　ＰＢＡＴ１００質量部のかわりに、ＰＬＡ１００質量部を用い、且つタルクを用いなか
ったこと以外は実施例１と同様に補修テープを作成し、比較例４とした。
【００４７】
(比較例５)
　タルクを用いなかったこと以外は実施例１と同様に補修テープを作成し、比較例５とし
た。
【００４８】
（比較例６）
　天然ゴム１００質量部に炭酸カルシウム３０質量部を加えてトルエン溶剤中で溶解した
こと以外は実施例１と同様に補修テープを作成し、比較例６とした。
【００４９】
（実施例及び比較例の評価）
　上述のとおり作成した実施例１～７及び比較例１～６について、４０ｃｍ幅のフィルム
において、幅方向において１０ｍｍ幅に裁断し、且つ各測定試験にあわせて長さ方向（フ
ィルム形成方向）において適当な長さに裁断し、生分解性農業用マルチフィルムに対する
粘着強度、引張破断強度、長手方向引張伸び率について上述の記載にしたがって測定した
。またエレメンドルフ引裂強度については、４０ｃｍ幅のフィルムから幅方向に６３ｍｍ
×長さ方向(フィルム成形方向)に７５ｍｍとなるよう裁断して試験片を作成し、測定試験
に供した。測定結果については、表１にまとめて記載した。
【００５０】
　また実施例１について、下記のとおり粘着性、手切れ性、生分解性を評価した。そして
評価結果を、表１にまとめて記載した。また、実施例２～７、及び比較例１～６について
も同様に評価し、その結果を表１にあわせて記載した。
【００５１】
粘着性の評価：
生分解性農業用マルチフィルム（ビオフレックスマルチ　アキレス（株）社製）１０ｃｍ
×３０ｃｍを準備し、水平面に固定した。一方、実施例１のテープを幅５ｃｍ×長さ５ｃ
ｍにカットして試験片を作成した。そして該試験体の一端を把持部分として１ｃｍ残し、
上記フィルム略中央に貼り付けた。次いで貼り付けた状態で５分間放置した後、手で上記
把持部分をつまんで、略１８０度折り返した方向に引張り、粘着性の官能試験を行った。
そして以下のとおり評価した。
補修テープがマルチフルムに充分に粘着しており、且つ、剥がしてもマルチフィルムに損
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傷がない・・・・○
強固に粘着しており、剥がすとマルチフィルムに伸びて破断が生じる・・・・・・・△
充分に粘着しておらずほとんど抵抗を感じずに剥がすことができる・・・・・・・・×
【００５２】
手切れ性の評価：
　実施例１を幅方向に手で切断するときの作業性について官能試験を行い、以下のとおり
評価した。
手で容易に切断することができる・・・・・・・・・・・・・・・○
補修テープが伸長し、まっすぐ切断することができない・・・・・×
【００５３】
生分解性の評価：
　生分解性農業用マルチフィルム（ビオフレックスマルチ　アキレス（株）社製））１０
ｃｍ×１０ｃｍを準備し、実施例１を５ｃｍ×５ｃｍにカットして試験片を作成し、該試
験片を、上記マルチフィルムの略中央に貼り付け試験体を作成した。そして実施例１側を
表側として、該試験体を２ヶ月間屋外放置した後、畑の土壌表面から約５ｃｍの深さに埋
設した。そして１ヶ月後に土壌中の試験体を掘り出し、その状態を観察し、以下のとおり
評価した。
補修テープの生分解が進行し、引っ張ってもほとんど伸びながく、あるいは容易に破断す
る・・・・○
補修のテープの形状が保たれており、引っ張ると強度、あるいは伸びが残っている・・・
・・・・・×
【００５４】
　表１に示される上記測定及び上記評価の結果をみると、実施例１～実施例７は、粘着強
度、引張破断強度、エレメンドルフ引裂強度、長手方向引張伸びのいずれにおいても、本
発明の所望の範囲の数値を示しており、実施例６の粘着性以外は、粘着性、手切れ性、生
分解性が全て良好であった。実施例６の粘着性については、粘着強度が２．５Ｎ／ｃｍと
高かったため、補修テープである実施例６がマルチフィルムに対し強固に密着し、剥がす
際に、マルチフィルムが伸びて、その一部が破断したことを表す。
【００５５】
　一方、比較例１は、引張破断強度が３Ｎ／ｃｍと小さく、マルチフィルムに貼り付けら
れた後、その使用期間中に破断などの虞があることが推察された。また比較例２は、生分
解性が不良であり、生分解性の補修テープを提供するという本発明の趣旨から逸脱する。
比較例３及び４は、エレメンドルフ引裂強度が小さく、使用時において生じた小さな切れ
目や孔の存在により破断する虞があることが推察された。比較例５は、長手方向引張伸び
が本発明の所望の範囲を大きく上回り、その結果、手切れ性が不良であった。比較例６は
、粘着強度が小さく、マルチフィルムに対する粘着力が充分ではなかった。
【００５６】
　上記実施例、及び比較例の測定及び評価から、脂肪族ポリエステルから構成される基材
を有する生分解性の補修テープにおいて、粘着強度、引張破断強度、エレメンドルフ引裂
強度、長手方向引張伸びのいずれもが本発明の特定する良好な範囲に含まれることによっ
て、生分解性農業用マルチフィルムを補修するための優れた補修テープを提供することが
できることが示された。
【００５７】
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